
仲間が増える
●新規就農者が2,000人増
●認定農業者等の担い手が1,800

人に増
●耕地面積の5割超が担い手に集

積
●女性､定年帰農者など多様な担

い手が活躍できる環境

所得が増える
●認定農業者の農業所得が500万円

以上/年
●10億円以上の品目が10品目に増
●「和牛といえば鳥取」と呼ばれ

る産地への飛躍
●農林水産物の輸出額が50億円に増

地域を育む
●県内食料自給率が150%に向上
●小さくとも生きがいをもって取り組める

地域農業が実現
●県民みんなで共に農地・農村を支え合う

環境
●安全あんしんな農畜産物による豊かな県

民生活
●再生産可能な農畜産物価格への理解醸成

基本目標 〜本県農業の目指す姿〜

鳥取県は、本県農業の活力を高めていくために、鳥取県農業生産１千億円達成プ
ランを令和７年３月に改訂し、地域農業を応援しています。

鳥取県農業生産１千億円達成プラン
〜仲間が増える､所得が増える､地域を育む〜

基本方針・目標指標

[方針１] 10年後を支え
る多様な担い手が活躍で
きる環境を整えます

【重点分野】
①担い手の育成・確保
②農業分野における働き
方改革・デジタル社会の
推進

[方針2] 産地力をアップ
し､農業所得を高めます

【重点分野】
③水田農業の収益性向上
④園芸産地の基盤強化
⑤収益性の高い畜産経営
の実現

[方針3] ｢食パラダイ
ス鳥取県」の魅力を
国内外に発信します

【重点分野】
⑥食パラダイス鳥取県ブ
ランドの強化
⑦輸出強化による新たな
マーケットの拡大

[方針4] 地域農業を元気
にし、農とともに活きる
鳥取県を実現します

【重点分野】
⑧中山間地域など地域農業
の推進と生産基盤の整
備・保全
⑨農村地域の防災・減災対
策の強化
⑩農とともに活きる鳥取県
⑪持続可能な農業の推進

10年後においても県民のみなさまに食料を
安定供給できるよう、県内食料自給率150％
を目指します
・鳥取県の食料自給率（生産額ベース）

令和４年度 ：１２１％（現状）
令和１６年度：１５０％（目標）

改定のポイント① 食料自給率目標の設定改定のポイント① 食料自給率目標の設定

生産者も消費者も、みんなが納得できる適
正な価格形成に向けた運動を展開します
・ＪＡグループの｢国消国産｣との連携
・９月１日から11月30日を「地産地消月間」とし

て地産地消を推進
・小売店等と連携した啓発活動等を柱としたキャン

ペーンの実施

改定のポイント② フェアプライスの展開改定のポイント② フェアプライスの展開

プランに係る問合せ・ホームページ

＜プランに係る問合せ＞
鳥取県農林水産部農林水産政策課 ☎0857-26-7256
URL：https://www.pref.tottori.lg.jp/243457.htm

＜各種支援に係る問合せ＞
東部農林事務所農業振興課 ☎0857-20-3551
東部農林事務所八頭事務所農林業振興課 ☎0858-72-3815
中部総合事務所農林局農業振興課 ☎0858-23-3164
西部総合事務所農林局農林業振興課 ☎0859-31-9652
西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課 ☎0859-72-2001


